
京都市告示第   号 

 平成２９年３月３１日京都市告示第７０３号の一部を次のように改めます。 

  令和６年３月２９日 

                            京都市長 松井 孝治 

  

柱書中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。 

本文第１項中「第１２条」を「第１３条」に、「第９条」を「第１０条」に、同第２項

中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料減免申請書」を「建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料減免申請書」に改める。 

別記様式中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料減免申請書」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料減免申請書」に改め、

「押印又は署名」及び「印」を削除し、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施

行規則」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（都市計画局建築指導部建築審査課） 
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